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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブより被検体内部に超音波を送出しそれに対して得られた反射波を前記超
音波プローブにより検出し、その検出信号に基づいて被検体内部の測定を行う超音波診断
に際して、被検体の表面に超音波プローブの送受波部を密着させた状態で保持するための
超音波プローブ固定装置であって、
　a)被検体に対して位置が固定される固定部と、
　b)超音波プローブが着脱自在である可動部と、
　c)それぞれが、伸縮自在の棒状体と、該棒状体の両端にあって前記固定部及び可動部に
対してそれぞれ回転自在に結合するボールジョイントとから成る３本の連結部と、
　を備え、３本の連結部により、可動部が固定部に対して、前後、左右、上下、ロール、
ピッチ、及びヨーの６自由度を有することを特徴とする超音波プローブ固定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波プローブ固定装置において、所定の操作に応じて前記連結部の
固定部側又は可動部側の少なくとも一方の３組のボールジョイントの動きを規制する動き
規制手段をさらに備えることを特徴とする超音波プローブ固定装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の超音波プローブ固定装置を用いて被検体に装着される超音波プ
ローブより該被検体の内部に超音波を送出し、それに対して得られた反射波を前記超音波
プローブにより検出し、その検出信号に基づいて被検体内部の測定を行うことを特徴とす
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る超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断に際して超音波プローブを被検体に対して固定するための超音波
プローブ固定装置と、該装置を用いた超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療用の超音波診断装置は、被検者の体外から体内に超音波を照射し、体内の音響イン
ピーダンスの相違する各部位から反射して来た反射超音波を検出し、この検出信号に基づ
いて体内の断層画像等を作成して表示画面上に表示するものである。一般的な超音波検査
では、医師等の検査者が超音波を送受するための超音波プローブを把持し、そのプローブ
先端の超音波送受波部を被検者の身体表面の所望の部位に当てた状態で超音波走査を行う
。表示画面上の超音波断層画像は所定時間間隔で更新されるから、検査者は超音波プロー
ブを当てる位置や角度などを変えながら断層画像を確認し、所望の断層画像が得られるよ
うに超音波プローブの位置及び角度決めを行った後に、所定時間その状態で画像の観察を
続ける。
【０００３】
　このように検査者自身が超音波プローブを把持した状態では、検査者の手振れや被検者
の動きなどによって超音波プローブの位置ずれや角度変化が生じることは避けがたいが、
所望部位について１枚又は少数枚の断層画像を得たいような場合には、若干の位置ずれや
角度ずれはそれほど問題にならないことが多い。
【０００４】
　しかしながら、同一部位を或る程度長い時間観察し続ける必要がある場合には、超音波
プローブの位置ずれや角度ずれがあると、正確な検査・診断に支障をきたすおそれがある
。例えばヘパリン起因性血小板減少症 (HIT=Heparin-Induced Thrombocytopenia) による
脳内の血栓症の診断のためには、被検者のこめかみに超音波プローブを固定した状態で20
～30分間程度、連続的に頭部のドップラ検査を行う必要がある。検査者が超音波プローブ
を把持した状態でこうした長時間の検査を行うことは実質的に不可能であるから、超音波
プローブの位置を被検者に対して固定するための何らかの固定装置が必要となる。
【０００５】
　また、例えば起立性低血圧症（いわゆる立ちくらみ）の検査を行うためには、被検者が
立位であるときと仰臥位であるときとの両姿勢で同一部位の血流速度を調べる必要がある
が、検査者が超音波プローブを把持する場合には測定部位の再現性が低いため、やはり超
音波プローブの位置を被検者に対して固定するための何らかの固定装置を用いることが望
ましい。
【０００６】
　従来、超音波プローブを被検者に対して固定するための固定装置として、例えば特許文
献１に記載のようなものが知られている。この文献に記載の装置では、超音波プローブは
揺動自在及び回転自在にホルダの内部に保持されており、ホルダには自在に変形し得ると
ともにその変形状態を長時間保持し得る材料から成る保持脚が設けられる。保持脚は変形
自在であるため、被検者の体表面に凹凸があってもその凹凸に合わせて変形させることで
保持脚を確実に体表面に密着させることができ、安定して保持脚を粘着テープ等により体
表面に貼り付けることができる。また、その状態で超音波プローブをホルダに対し適宜揺
動又は回転させることで、体表面に対する超音波プローブの当接位置や角度を調節するこ
とができる。
【０００７】
　しかしながら、こうした従来の超音波プローブ固定装置では、被検者の体表面に接触し
た超音波プローブの角度の自由度は或る程度大きいものの、位置の自由度は非常に小さい
。また、被検者の体表面への超音波プローブの密着度（押し付け強さ）を調節することも
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難しい。そのため、こうした超音波プローブ固定装置を利用して超音波診断を行おうとす
ると、所望の断層画像を得るべく固定装置自体を被検者に装着する位置を決めるまでに時
間を要したり、或いは一旦被検者に貼り付けた固定装置の位置が適切でないために固定装
置の装着位置をずらす必要が生じたりする。こうしたことから、診断に要する時間が長引
いてしまい、被検者に大きな身体的負担を掛けるのみならず、診断が予定通りに終了せず
に次の患者を待たせるおそれもある。
【０００８】
【特許文献１】特開平7-51264号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明はこのような課題を解決するために成されたものであり、その目的とするところ
は、超音波プローブの位置決めや角度決めを容易に行うことができ、位置及び角度を一旦
決めた後に安定してその状態を保持することができる超音波プローブ固定装置、及びそう
した固定装置を用いた超音波診断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために成された本発明に係る超音波プローブ固定装置は、超音波プ
ローブより被検体内部に超音波を送出しそれに対して得られた反射波を前記超音波プロー
ブにより検出し、その検出信号に基づいて被検体内部の測定を行う超音波診断に際して、
被検体の表面に超音波プローブの送受波部を密着させた状態で保持するための超音波プロ
ーブ固定装置であって、
　a)被検体に対して位置が固定される固定部と、
　b)超音波プローブが着脱自在である可動部と、
　c)それぞれが、伸縮自在の棒状体と、該棒状体の両端にあって前記固定部及び可動部に
対してそれぞれ回転自在に結合するボールジョイントとから成る３本の連結部と、
　を備え、３本の連結部により、可動部が固定部に対して、前後、左右、上下、ロール、
ピッチ、及びヨーの６自由度を有することを特徴としている。
【００１１】
　ロールは左右への傾き、ピッチは前後への傾き、ヨーは左右へのひねりである。すなわ
ち、３次元空間内において、前後方向をＸ軸、左右方向をＹ軸、上下方向をＺ軸とすると
、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸がそれぞれロール軸、ピッチ軸、ヨー軸となる。可動部がこうした６
自由度を有することによって、固定部が被検体に対して固定されたとき、可動体に固定さ
れた超音波プローブは、被検体表面の２次元面内（Ｘ－Ｙ平面内）の所定範囲で移動可能
であるとともに被検体の深さ方向（Ｚ軸方向）にも移動可能である。さらに、超音波プロ
ーブの超音波送受波部が被検体表面の或る位置に接触した状態で、その表面の鉛直方向（
Ｚ軸方向）の周囲の360°範囲で超音波プローブを所定角度だけＺ軸から傾けることもで
きる。
【００１２】
　また、被検体表面に対して超音波プローブの接触位置や角度を一旦決めた後にその状態
が変化してしまうと好ましくないため、本発明に係る超音波プローブ固定装置では、所定
の操作に応じて前記連結部の固定部側又は可動部側の少なくとも一方の３組のボールジョ
イントの動きを規制する動き規制手段をさらに備える構成とするとよい。
【００１３】
　３本の連結部はそれぞれ両端にボールジョイントを備えるが、固定部側又は可動部側の
３組のボールジョイントの動きを固定することで固定部又は可動部に対する棒状体の角度
が変化しないようにすれば、たとえ他方側のボールジョイントの動きが規制されていなく
とも可動部は拘束されて移動し得なくなる。これによって、一旦位置決めや角度決めした
超音波プローブの状態を測定の期間中、安定的に略同一状態に保持することができる。
【００１４】
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　なお、ここで言う「所定の操作」とは、動き規制手段を能動化するために何らかの働き
かけを行うことを意味し、例えばネジを締める、レバーを回動するといった手動操作によ
るもの以外に、モータ等の駆動源によるものでもよい。また、動き規制手段を能動化する
ために操作力を加えるのではなく、逆にそれまで加えていた操作力を解除することにより
動き規制手段を能動化するものでもよい。
【００１５】
　また、本発明に係る超音波診断装置は、上記超音波プローブ固定装置を用いて被検体に
装着される超音波プローブより該被検体の内部に超音波を送出し、それに対して得られた
反射波を前記超音波プローブにより検出し、その検出信号に基づいて被検体内部の測定を
行うことを特徴としている。
【００１６】
　この超音波診断装置によれば、超音波プローブ固定装置により超音波プローブの接触位
置や角度が安定的に保持されるので、或る程度長時間連続的に測定を行う必要がある場合
や、被検体が姿勢を変えた状態で複数回測定を行う必要がある場合でも、正確に同一部位
を測定することができるようになる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る超音波プローブ固定装置及び該装置を用いた超音波診断装置によれば、固
定部を被検者の身体の所定位置に装着した後に、超音波プローブを密着させる位置、角度
、或いは押し付け強さなどを大きな自由度を以て決めることができる。そのため、所望の
断層画像が得られるような状態を容易に且つ短時間で見い出すことができるので、被検者
に与える身体的負担を軽減できる。また、効率良く診断を行うことができるので、同一時
間内で診断可能な被検者数も増加し、患者を不必要に待たせることもなくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る超音波プローブ固定装置を用いた超音波診断装置の一実施例につい
て図１～図６を参照して説明する。
【００１９】
　図１は本実施例による超音波診断装置の要部のブロック構成図、図２は本実施例におい
て特徴的な超音波プローブ固定装置の上面図（ａ）及びＡ－Ａ’矢視線断面図（ｂ）、図
３はこの超音波プローブ固定装置に使用されているボールジョイントの概略構成図、図４
はこの超音波プローブ固定装置の主要部のモデル図、図５はこの超音波プローブ固定装置
における可動部の３次元空間内での動作方向を示す図、図６はこの超音波プローブ固定装
置の装着方法の一例を示す概略図である。
【００２０】
　図１において、超音波プローブ１は超音波プローブ固定装置１０により保持された状態
で被検者（図示しない）の身体に押し当てられ、送受波制御部２による制御の下に、その
被検者の体内に超音波を送波するとともに該体内からの反射波を受波する。その受信信号
は画像信号処理部３へと入力され、所定の演算処理が行われることによって超音波画像が
構成される。取得された超音波画像データは画像出力制御部４に入力され、モニタ７の画
面上に表示可能である形式に変換されるとともに、画像記憶部６に記憶される。画像記憶
部６は、所定枚数又は所定時間に生成される超音波画像を自動的且つ連続的に記憶してお
くものである。上記各部の動作はＣＰＵ等を含む中央制御部５により制御され、中央制御
部５には、キーボードやトラックボール（又は他のポインティングデバイス）などの操作
部８から操作信号が入力される。
【００２１】
　超音波プローブ１は、図２に示すように、本発明における固定部としての円環状の固定
枠体１１と、中央に超音波プローブ１が貫通する開口部を有する本発明における可動部と
しての環状のプローブ保持体１２と、固定枠体１１とプローブ保持体１２とを連結する本
発明における連結部としての３本の連結アーム１３ａ、１３ｂ、１３ｃとを備える。３本
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の連結アーム１３ａ、１３ｂ、１３ｃの構造、並びに固定枠体１１及びプローブ保持体１
２との結合構造については全く同一であるので、図３によりその１本のみについて詳細に
説明する。
【００２２】
　連結アーム１３は、外筒部１３２と内筒部１３３との同心円筒２重構造である伸縮自在
のロッド１３１と、そのロッド１３１の両端にそれぞれ設けられた、ボールジョイントを
構成する球状体１３４、１３５とを有する。固定枠体１１側に設けられたボール受け部１
４により球状体１３４は回動自在に内包され、他方、プローブ保持体１２側に設けられた
ボール受け部１６により球状体１３５は回動自在に内包される。ボール受け部１４と球状
体１３４、及び、ボール受け部１６と球状体１３５とはそれぞれボールジョイント構造と
なっており、周知のように、所定角度範囲内で自在に回動する。ボール受け部１４には球
状体１３４の回動を制止するために本発明における動き規制手段としての押さえネジ１５
が設けられており、この押さえネジ１５を螺入してゆくとその先端面が球状体１３４に接
触し、摩擦によって球状体１３４の位置が固定される。
【００２３】
　図２に戻り説明すると、上述した連結アーム１３ａ、１３ｂ、１３ｃの両端を支承する
ボール受け部１４ａ、１４ｂ、１４ｃは固定枠体１１の中心の周りに120°の回転角度離
間して設けられ、ボール受け部１６ａ、１６ｂ、１６ｃも同様にプローブ保持体１２の中
心の周りに120°の回転角度離間して設けられている。プローブ保持体１２には開口部に
挿通された超音波プローブ１を固定するために２本のプローブ固定用ネジ１７ａ、１７ｂ
が設けられ、このプローブ固定用ネジ１７ａ、１７ｂを螺入することで超音波プローブ１
の位置がプローブ保持体１２に対して固定される。さらにまた、固定枠体１１の周囲には
伸縮自在のバンド１９を取り付けるためのバンド取付部１８ａ、１８ｂ、１８ｃが設けら
れており、このバンド１９によって被検者に固定枠体１１を固定し得るようになっている
。
【００２４】
　固定枠体１１におけるボール受け部１４ａ、１４ｂ、１４ｃの位置、及びプローブ保持
体１２におけるボール受け部１６ａ、１６ｂ、１６ｃの位置自体はいずれも固定的である
から、超音波プローブ１の動きを考察する上で、固定枠体１１とプローブ保持体１２とは
図４に示すようにそれぞれ大きさの決まった三角形であるとみなすことができる。そして
、連結アーム１３ａ、１３ｂ、１３ｃのロッド１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃは両三角形
の対応する角同士を連結する伸縮自在の軸であり、この軸の両端部が自在に回動可能であ
るとみなすことができる。
【００２５】
　こうした構造を採ることによって、プローブ保持体１２つまりはこれに固定される超音
波プローブ１は、それぞれ所定の範囲で互いに直交するＸ、Ｙ、Ｚの３軸方向に直線状に
移動可能である。ここでは、Ｘ軸方向を前後方向、Ｙ軸方向を左右方向、Ｚ軸方向を上下
方向と定義する。したがって、Ｘ－Ｙ平面内での超音波プローブ１の移動は被検者Ｐの体
表面上での位置を決めるための移動であり、Ｚ軸方向の移動は被検者Ｐの体表面への超音
波プローブ１の先端部の押し付け強さを決めるための移動である。さらに、プローブ保持
体１２はＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸をそれぞれロール軸、ピッチ軸、及びヨー軸とした３軸の周り
に回転可能である。つまり、ロールは左右方向への傾き、ピッチは前後方向への傾き、ヨ
ーは左右方向へのひねりである。このように、超音波プローブ１は６自由度を有する（図
５参照）。それによって、超音波プローブ１の接触位置や押し付け強さを上述したように
自由に調節できるほか、超音波を送受する角度を自由に決めることができる。
【００２６】
　また、押さえネジ１５ａ、１５ｂ、１５ｃを締め付けることは、図４において球状体１
３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃの回動が規制されることであり、これによって、ロッド１３
１ａ、１３１ｂ、１３１ｂの動きも規制される。このとき、ロッド１３１ａ、１３１ｂ、
１３１ｂの伸縮は直接的には規制されていないが、ロッド１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｂ
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を球状体１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃを中心に回動させない限り伸縮動作を行うことは
不可能である。したがって、ロッド１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｂの伸縮も実質的には規
制されており、プローブ保持体１２の位置は固定される。すなわち、球状体１３５ａ、１
３５ｂ、１３５ｃの回動を直接的に規制しなくとも、球状体１３４ａ、１３４ｂ、１３４
ｃの回動を規制するのみでプローブ保持体１２は移動し得なくなる。これにより、超音波
プローブ１を安定的に固定することができる。
【００２７】
　次に、上記構成の超音波プローブ固定装置１０の実際の使用方法例を説明する。ここで
は、起立性低血圧症などの診断のために、仰臥位と座位との２つの姿勢をとったときの被
検者の頭部の血流速の変化を調べる。
【００２８】
　まず、プローブ保持体１２のプローブ固定用ネジ１７ａ、１７ｂを緩め、プローブ保持
体１２の開口部に超音波プローブ１を挿通させてその先端部が固定枠体１１の下面から所
定量だけ突出するようにした状態でプローブ固定用ネジ１７ａ、１７ｂを締めることによ
り、超音波プローブ１をプローブ保持体１２に固定する。次に、固定枠体１１の押さえネ
ジ１５ａ、１５ｂ、１５ｃを締め付けて超音波プローブ１の動きを固定し、固定枠体１１
のバンド取付部１８ａ、１８ｂ、１８ｃに取り付けられたバンド１９を仰臥姿勢にある被
検者Ｐの頭部に巻き付け、そのバンドを締めることによって本固定装置１０を被検者Ｐの
頭部に固定する。その際に、超音波プローブ１の先端が被検者Ｐのこめかみ付近に当たる
ようにする。この取付状態は図６に示す通りである。
【００２９】
　それから、固定枠体１１の押さえネジ１５ａ、１５ｂ、１５ｃを緩め、プローブ保持体
１２つまり超音波プローブ１が上述したように６自由度で以て自在に動くようにする。そ
の状態で超音波プローブ１による超音波の送受を開始することにより断層画像をモニタ７
に表示させる。検査者はこの画像を見ながら超音波プローブ１の位置や角度を変化させ、
ターゲットとなる血管を探す。ターゲットを見つけたならば、その状態で３本の押さえネ
ジ１５ａ、１５ｂ、１５ｃを締め付け、超音波プローブ１の位置や角度を固定する。それ
によって、ターゲットとなる血管の断層画像が安定的に得られるような状態で超音波プロ
ーブ１は被検者Ｐのこめかみに密着保持される。
【００３０】
　続いて、検査者は超音波によるドプラスペクトルを観察し、仰臥位にある被検者Ｐの脳
内の血流速度の計測等を実行する。次に、被検者Ｐを起立させ、立位姿勢における脳内の
血流速度の計測等を上記と同様に実行する。こうした被検者Ｐの姿勢変更時にも超音波プ
ローブ１の位置や角度が殆ど変化しないので、同一の血管における血流速度を正確に計測
することができる。こうして測定が終了したならば、バンド１９の締め付けを緩めて被検
者Ｐの頭部から固定装置１０を取り外す。
【００３１】
　なお、上記実施例は本発明の一例にすぎず、本発明の趣旨の範囲で適宜に、変形、修正
又は追加を行っても本発明に包含される。
【００３２】
　例えば、上記実施例では各連結アーム１３ａ、１３ｂ、１３ｃをそれぞれ１本ずつのネ
ジで固定枠体１１に締結可能な構成としていたが、ボール受け部１４ａ、１４ｂ、１４ｃ
に内包された球状体１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃの動きを規制できるものであれば、レ
バーネジ等の適宜の締付け手段を用いることができる。また、１本ずつ手動操作で締め付
けを行うのではなく、例えば電磁式のロック機構等を設けることで３点が略同時に締結さ
れるような構成としてもよい。また、例えばバネ等の弾性部材を利用して、検査者が所定
ボタンを押圧する等の操作力を加えているときには球状体１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃ
の動きが規制されず、超音波プローブ１の位置や角度を自在に調節することができ、所定
ボタンの押圧を止めると弾性部材の付勢力によって締め付け手段が球状体１３４ａ、１３
４ｂ、１３４ｃの動きを規制し超音波プローブ１が固定されるようにしてもよい。こうし
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されることにより、締結動作時の超音波プローブ１のずれを小さくすることができる。
【００３３】
　また、固定枠体１１やプローブ保持体１２の形状は上記実施例に記載のものに限らない
。超音波プローブ１の保持手段についても同様である。一般に、超音波プローブ１には様
々な形状のものが市販されているため、こうしたことを考慮して各種形状の超音波プロー
ブ１に対応可能としてもよいし、超音波プローブ１の形状に応じてプローブ保持体１２を
交換する構成とすることも考え得る。また、固定枠体１１を被検者Ｐに固定するための手
段についても上記実施例に記載のものに限らず、装着部位に応じて適宜の固定手段を用意
しておくとよい。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施例による超音波診断装置の要部のブロック構成図。
【図２】超音波プローブ固定装置の上面図（ａ）及びＡ－Ａ’矢視線断面図（ｂ）。
【図３】ボールジョイントの概略構成図。
【図４】超音波プローブ固定装置の主要部のモデル図。
【図５】プローブ保持体の３次元空間内での動作方向を示す図。
【図６】超音波プローブ固定装置の装着方法の一例を示す概略図。
【符号の説明】
【００３５】
１…超音波プローブ
２…送受波制御部
３…画像信号処理部
４…画像出力制御部
５…中央制御部
６…画像記憶部
７…モニタ
８…操作部
１０…超音波プローブ固定装置
１１…固定枠体
１２…プローブ保持体
１３、１３ａ、１３ｂ、１３ｃ…連結アーム
１３１、１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ…ロッド
１３２…外筒部
１３３…内筒部
１３４、１３５、１３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃ、１３５ａ、１３５ｂ、１３５ｃ…球状
体
１４、１６、１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１６ａ、１６ｂ、１６ｃ…ボール受け部
１５、１５ａ、１５ｂ、１５ｃ…押さえネジ
１７ａ、１７ｂ…プローブ固定用ネジ
１８ａ、１８ｂ、１８ｃ…バンド取付部
１９…バンド
Ｐ…被検者
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